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固定資産税・都市計画税
   納期のお知らせ
第２期分 納期限
        ７月３１日（火）

『体験！お達者クラブ』を利用しませんか 

介護予防に興味のある団体や地域の 

集まり等へ市職員が出向きます。「体験 

！お達者クラブ」は、今後皆さんで介護 

予防が継続できるように支援します。 

対 会場と駐車場の確保ができ、参加 

者がおおむね 65歳以上の 10人以上の団体 

■ 期間 平成 24年 8月～平成 25年 3月 

1年間のうち 2回 

（実施月は相談に応じます） 

時 月～金曜日の午前または午後の１時間程度 

料 無料 

申 代表者が内容について事前に健康づくり課と

打ち合わせします 

  問合せ TEL  354-8291 

 ７月９日に住民基本台帳法が改正されるとともに、外国
人登録法が廃止され、外国人住民の住所変更の手続き
方法が変わります。
 法施行後は、各地区市民センター (中部を除く）で住所
変更の手続きができるようになります。
 市外から転入する場合は、旧住所の市区町村役場発
行の転出証明書が必要です。住所変更の際は、新しい
在留管理制度で発行される在留カード、特別永住者証
明書もしくは外国人登録証明書を必ずお持ちください。
外国人登録証明書は引き続き有効ですが法に定められ
た期限内に切り替える必要があります。
  ◆問合せ：市民課 ℡３５４－８１５２
※詳しくは６月下旬号広報よっかいちをご覧ください。

７月２４日（火）☆藍染教室

☆囲碁教室７月２３日（月）

７月２５日（水）

７月３１日（火）

☆親子クッキング

☆将棋教室

☆映画大会

７月２６日（木）

 詳細は６月２０日発行の『夏休み子ども教室』の
 チラシをご覧ください。

7/31(火)の映画上映作品が決まりました。

・いわたくんちのおばあちゃん～ぼく、戦争せんけえね～
・プレゼント

・心のはなたば／まどがらすとさかな
・鬼の子とゆきうさぎ

たくさんの参加者をまってます！

     高齢者をターゲットにした健康講座商法に注意！ 

「空き店舗に人が集まっていた。誘われて行ってみると、 

パンや卵などの格安の商品を販売していた。 

そこで健康講座を聞いているうちに、最終的には高額な健康機器を 

売りつけられた。」との相談が、四日市市内でもあります。 

 被害に遭わないためのアドバイス  

１．粗品や引換券等を配っていても、怪しげな会場へは近づかない。 

２．契約を勧められても、その場ですぐ返事をせずに、家族や身近な人に相談する。 

３．いらない時は、ハッキリ断る。 

 心配なとき、困ったときはすぐにご相談ください。  

             四日市市役所 市民・消費生活相談室（市役所１Ｆ）  

            相談専用電話：３５４－８２６４  

           相談受付時間：月～金 9:00～12:00 13:00～16:00 

８月も楽しいイベントがいっぱい

市役所職員をかたり、『医療費の
払い戻しがあります。』と
不審な電話がかかっています。
不審な電話がかかってきたら！！
最寄の警察又は110番へ

注意！

小山田地区市民センター

健康づくり課

http://oyamada3320.sakura.ne.jp


（〒510-8601 四日市市諏訪町 1-5 ☎354-8276 Fax357-5260）

子育てに関心のある男性を対象に「父親の子育てマイスター」養成講座を実施します。

男女共同で子育てをすることに関心のある市内在住の 18歳以上の男性を募集します。
 
日 時 内 容 
9/２(日) 講演 (講師:安藤哲也氏) 

NPO法人ファザーリングジャパン 

9/30(日) 妊婦さん体験 
10/20(土) 子ども向けおやつ作り 
11/17(日) 支援ｾﾝﾀｰであそぼう 
12/15(土) 講演（講師：榊原輝重氏）  
1/19(土) パパトーク  
2/16(土) 認定式 活動計画発表  
*9/2=13:00~16:00. 他=9:30~11:30   
所 四日市市勤労者・市民交流センター他 
定 20人程度（応募多数の場合は抽選） 
 

申 ７/２(月)～８/１７(金)までに電話 
 もしくは所定の申込書を郵送、ファッ 
クス、Eメールで家庭児童相談室へ 
（ kodomo-hot@city.yokkaichi.

mie.jp ） 

申込書は男女共同参画センター、健康

づくり課、保育園、家庭児童相談室他

にあります。児童福祉課ホームページ

からもダウンロードできます。 
（ http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/

menu73367.html ）       
料 無料  他 託児有（要申込） 

親子で学ぼう「夏のこども教室」（消費講座） 

ゲームでチャレンジ！めざせ、おこづかいマスター！！ 
日 時 ：7月 29日（日）午前の部 10:00～11:30／午後の部 13:00～14:30  

場 所 ：総合会館 7階（市役所西どなり） 第 1研修室 

内 容 ：「おこづかいゲーム」を楽しみながら、お金の大切さや役割、かしこい使い方について学びます。 

対 象 ：市内在住の小学４～６年生とその保護者（2人１組） 

定 員 ：各回 20組（応募者多数の場合は抽選。申込者全員に通知を発送します。 

締め切り：７月１３日（金）必着 

申し込み  〒510-8601 市民生活課 市民・消費生活相談室 

問合わせ （℡354-8147、fax354-8452、Ｅﾒｰﾙ syouhikeiryou@city.yokkaichi.mie.jp） 

 
  動物の追い払いの専用花火（５連発式）を導入し、追い払いに使用
していただいておりますが、使用講習会を下記のとおり開催させていた
だきます。ぜひご参加ください。
 また、サル、イノシシなどにお困りの農家の皆様方へのお声がけもよ
ろしくお願い申し上げます。
   日 時 ： ７月１５日（日） 午後２時から
   場 所 ： 桜地区市民センター ２階大会議室
    講 師 ： 伊藤煙火工業株式会社
          代表取締役社長 伊藤 照雄 様
   問合せ先 ： 農水振興課 ℡354-8181
 ※内容は前回の講習会と同様ですので、すでに受講された方は
  受講の必要はありません。

今後、小山田地区市民センター
でも行う予定です。

被害対策、捕獲、試験研究、獣肉等の
利活用など様々な分野について、県
内の獣害対策の取組を紹介します。

日時 ７月１７日（火）13:00～16:30
会場 三重県勤労者福祉会館
          ６階講堂

問合せ 三重県獣害対策課
      被害対策グループ
      ℡０５９－２２４－２０１７
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夏休みの自由研究に！

参加無料！！

農水振興課 三重県

市民・消費生活室

男女共同参画課

家庭児童相談室

http://www5.city.yokkaichi.mie.jp
mailto:syouhikeiryou@city.yokkaichi.mie.jp

